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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月19日(2019.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　針およびスタイレットを含む医療器具と、
　少なくとも一つの生体物質を検出する前記医療器具上のコーティングと、
　表示システムと、を有し、
　前記表示システムは、前記コーティングが前記少なくとも一つの生体物質を検出した後
に、前記少なくとも一つの生体物質の存在を示し、かつ、
　前記表示システムは発光機構を含み、前記コーティングが前記少なくとも一つの生体物
質と接触すると、該発光機構が起動される
ことを特徴とする、バイオマーカー検出装置。
【請求項２】
　前記コーティングは、前記スタイレット上に位置し、
　前記表示システムは、前記スタイレットの第2の端部に位置し、前記医療器具が患者に
挿入されたときに前記バイオマーカー検出装置の使用者が目視することができる
ことを特徴とする、請求項1に記載のバイオマーカー検出装置。
【請求項３】
　前記コーティングは、前記スタイレットの第1の端部の一部に限定される
ことを特徴とする、請求項2に記載のバイオマーカー検出装置。
【請求項４】
　前記コーティングは、前記針の第1の端部に位置し、
　前記表示システムは、前記針の第2の端部に位置する
ことを特徴とする、請求項1に記載のバイオマーカー検出装置。
【請求項５】
　前記表示システムのうちの少なくとも一部分は、体内に挿入される器具の第２の部分に
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位置する
ことを特徴とする、請求項1に記載のバイオマーカー検出装置。
【請求項６】
　カテーテルと閉塞具とを有する医療器具と、コーティングと、表示システムと、を含み
、
　前記コーティングは、前記カテーテルの第1の端部に位置し、かつ、少なくとも一つの
生体物質を検出することができ、
　前記表示システムは、
　　前記カテーテルの第2の端部に位置し、かつ、
　　前記コーティングが前記少なくとも一つの生体物質を検出した後に、前記少なくとも
一つの生体物質の存在を示し、かつ、
　前記表示システムは、前記コーティングが前記少なくとも一つの生体物質と接触すると
、起動される発光機構である
ことを特徴とするバイオマーカー検出装置。
【請求項７】
　前記表示システムは、前記少なくとも一つの生体物質の存在を視覚的に示す
ことを特徴とする、請求項1に記載のバイオマーカー検出装置。
【請求項８】
　前記表示システムは、前記少なくとも一つの生体物質の存在を聴覚的に示す
ことを特徴とする、請求項1に記載のバイオマーカー検出装置。
【請求項９】
　前記表示システムは、前記検出装置が検出した生体物質の種類を示す
ことを特徴とする、請求項1に記載のバイオマーカー検出装置。
【請求項１０】
　針およびスタイレットを有する医療器具と、コーティングと、表示システムと、を含み
、
　前記コーティングは、
　　前記針の第1の端部に位置し、かつ、
　　少なくとも一つの生体物質を検出することができ、
　前記表示システムは、
　　前記針の第2の端部に位置し、
　　前記コーティングが前記少なくとも一つの生体物質を検出した後に、前記少なくとも
一つの生体物質の存在を示すことができ、かつ、
　前記表示システムは、前記コーティングが前記少なくとも一つの生体物質と接触すると
、起動される発光機構である
ことを特徴とする、バイオマーカー検出装置。
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